
令和６年 6 月 30日
高輪高等学校  
 高校2年生・３年生保護者各位

学校法人 高輪学園

  上記につきまして、就学支援金（令和６年７月～令和７年６月分受給）の申請を、所得判定基準に係わらず、
 就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」にて全員(昨年度申請時で意向無しとオンライン申請した方を除く）
 ご申請頂きたく、よろしくお願い致します。

１． 申請について（AまたはBの申請を必ずお願い致します。）

A 【令和５年７月～令和６年6月分】の認定をされた方→( 継続意向登録・収入状況届出）
継続申請の意向が無い場合にも、必ず「e-Shien」の意向登録ボタンより申請の意思がない
旨の申請をお願い致します。
 →「e-Shien申請者向け利用マニュアル継続届出編」参照

B 【令和５年７月～令和６年６月分】が不認定になった方 →（受給資格認定申請）
【令和５年７月～令和６年６月分】は意向なしで意向ありに変更した方→（意向登録・受給資格申請）
 →「e-Shien申請者向け利用マニュアル新規申請編」参照

    ※令和5年度中の申請での意向（あり・なし）を変更されたい方は学校にご連絡下さい。

２． オンライン申請「e-Shien」・上記参照マニュアル等について
 当校HP「在校生の保護者の方へ」内の「就学支援金について」にも掲載しておりますので、
 ご活用下さい。

    学園HP（在校生保護者の方へ） https://www.takanawa.ed.jp/guardian/

３． 申請方法
 該当の「マニュアル」と「高等学校等就学支援金の受給を希望する方へ」をお読みいただき
 ご申請下さい。（申請時には４月にお配りしたログインID通知書が必要です。）

【e-Shienログイン】

４． 申請期間

  令和６年７月１日（月）～７月１1日（木）締め切り

 【本件についての問い合わせ先】
◇東京都就学支援金事務センター TEL:０３-５２０６-７９２５…平日９：１５～１７：００

７／１（月）～７／１３（土）に限り、日曜除く９：１５～２０：００
◇高輪学園事務所

TEL:０３-３４４１-７２０１…日祝除く ８：００～１６：００

  高  輪  高 等 学 校 

就学支援金に関する「申請手続き」(令和6年７月～令和７年６月分受給申請）についてのお知らせ


